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公共施設等総合管理計画で取り扱うデータについて 

 

 

年次表記は和暦を基本にしています。本文中に掲載する場合は、平成 28(2016)年のよ

うに西暦を併記しています。図表中の略記については「S」は「昭和」、「H」は「平成」

を示しています。 

 

図表中の数値は表記桁数未満で四捨五入しています。文章中の金額については概数で

表記しており、その他の数値（距離や面積など）については表記桁数未満で四捨五入し

ています。 

 

 

 

 

パーセンテージは小数点第 2位を四捨五入しています。端数処理の関係によっては百

分率の合計が 100%にならない場合があります。 

 

本書で取り扱うデータは平成 26(2014)年度末(平成 27(2015)年 3月 31 日)時点のもの

です。従って、対象施設や施設情報について現在の状況と一致しない場合があります。

なお、建設後の経過年数については、平成 27(2015)年度末を基準に換算しています。

例：(文章中) 1万2,345円 → 約1万2,300円

123.4㎞ → 123km 


